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序　

章　

中
世
後
期
朝
廷
史
研
究
の
概
説
と
課
題
点

は
じ
め
に

　

本
書
の
目
的
は
、
第
一
に
、
中
世
後
期
（
南
北
朝
・
室
町
・
戦
国
期
）
国
家
の
支
配
者
層
の
「
イ
エ
」
に
継
承
さ
れ
る
流
儀
・
作
法

の
分
析
を
通
し
て
、「
イ
エ
」
に
付
随
す
る
権
力
・
権
威
を
如
何
に
保
持
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
天
皇

と
太
政
官
に
よ
る
国
政
運
営
形
態
の
、
天
皇
権
力
・
権
威
再
生
産
と
連
関
す
る
「
天
皇
家
の
作
法
」
の
実
態
と
継
承
に
つ
い
て
の
分
析

を
中
心
と
す
る
。
第
二
は
、
中
世
の
国
家
規
模
で
の
支
配
総
体
の
中
に
お
い
て
依
然
発
揮
さ
れ
て
い
る
「
律
令
制
太
政
官
」
に
よ
る
国

政
運
営
形
態
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
「
律
令
制
の
残
像
」
か
ら
改
め
て
中
世
国
家
を
見
直
す
。
主
た
る
素
材
と
し
て
、
第
一
部
で
は

「
天
皇
家
」、
第
二
部
で
は
外
廷
機
関
が
残
存
す
る
平
安
京
大
内
裏
の
跡
地
「
内
野
」
を
用
い
る
。

　

な
お
、
本
書
で
用
い
る
「
イ
エ
」
と
い
う
分
析
概
念
は
、
単
系
的
親
族
集
団
を
指
す
。
例
え
ば
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
親
族
集
団
に

関
し
て
は
、
宮
家
も
含
む
広
義
の
天
皇
家
一
門
で
あ
る
多
系
的
親
族
集
団
を
「
王
家
」、
天
皇
を
輩
出
す
る
単
系
的
親
族
集
団
す
な
わ

ち
「
イ
エ
」
を
「
天
皇
家
」
と
表
現
す
る
。
ま
た
、
本
書
で
用
い
る
「
律
令
制
太
政
官
」
と
い
う
分
析
概
念
は
、
律
令
制
導
入
に
よ
り

確
立
さ
れ
た
太
政
官
の
職
能
の
内
、
中
世
に
お
い
て
も
機
能
し
て
い
る
も
の
を
指
し
、
行
論
の
便
宜
上
、
神
祇
官
や
、
天
皇
の
家
政
機
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関
で
も
あ
る
蔵
人
所
等
の
令
外
官
の
職
能
も
含
む
。

第
一
節　

深
化
す
る
中
世
後
期
朝
廷
史

　

中
世
国
家
の
運
営
体
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。
中
世
国
家
研
究
の
宿
命
と
も
い
え
る
こ
の
命
題
に
対
し
、
近
代
歴
史
学
誕
生
以

降
、
様
々
な
見
解
が
示
さ
れ
た
。
中
世
と
い
う
時
代
区
分
に
、
明
治
期
で
光
を
与
え
た
の
が
原
勝
郎
の
名
著
『
日
本
中
世
史
』
で
あ
ろ

う
（
（
（

。
そ
れ
ま
で
中
世
は
、
王
室
の
陵
夷
（
天
皇
の
衰
退
）・
政
綱
の
弛
廃
（
政
治
の
停
滞
）・
民
衆
の
疾
苦
・
文
学
の
衰
微
と
い
う
視
座
に

よ
り
「
暗
黒
時
代
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
原
は
、
中
世
を
「
本
邦
文
明
の
発
達
を
し
て
そ
の
健
全
な
る
発
起
点
」
と
し
て
、

「
本
邦
史
上
の
一
大
進
歩
を
現
し
た
る
時
代
」
と
位
置
付
け
た
。
こ
こ
に
、
近
代
の
日
本
中
世
史
研
究
は
産
声
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
戦
前
は
中
田
薫
の
法
制
史
や
、
野
呂
栄
太
郎
を
は
じ
め
と
す
る
マ
ル
ク
ス
歴
史
学
者
た
ち
の
唯
物
史
観
に
よ
る
経
済
史･

社

会
史
が
挙
げ
ら
れ
、
具
体
的
な
中
世
国
家
運
営
像
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
で
も
、
黒
板
勝
美
や
相
田
二
郎
の

古
文
書
学
の
確
立
に
よ
り
、
行
政
文
書
―
古
文
書
を
用
い
た
運
営
実
体
解
明
の
手
法
の
有
効
性
は
示
さ
れ
て
い
た
（
（
（

。
ま
た
、
軍
部
と
結

び
つ
き
国
家
主
義
的
歴
史
観
で
戦
後
猛
烈
な
批
判
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
平
泉
澄
は
、
大
正
期
の
研
究
は
ま
だ
学
術
的
で
あ
り
、
中

世
国
家
運
営
に
影
響
を
与
え
る
構
成
体
に
つ
い
て
、
公
家
（
朝
廷
）
と
武
家
（
幕
府
）
の
他
に
寺
社
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
（
（
（

。
国
家
財
政
面
に
お
い
て
も
、
奥
野
高
広
は
朝
廷
財
政
を
精
緻
に
分
析
し
、
そ
の
成
果
は
現
代
に
お
い
て
も
国
家
財
政
研
究
の
基
盤

的
研
究
と
し
て
色
あ
せ
て
い
な
い
（
（
（

。

　

戦
中
は
皇
国
史
観
に
よ
り
、
国
家
主
義
的
教
育
の
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
さ
れ
た
歴
史
学
だ
が
、
戦
争
の
終
結
と
と
も
に
、
中
世
史
研

究
は
活
発
化
す
る
。
そ
の
口
火
を
切
っ
た
の
は
、
中
世
史
の
バ
イ
ブ
ル
的
な
名
著
で
あ
る
石
母
田
正
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
で
あ
ろ
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う
（
（
（

。
石
母
田
は
、
古
代
専
制
国
家
的
支
配
を
す
る
東
大
寺
に
対
し
中
世
的
在
地
領
主
層
が
挑
む
、
い
わ
ば
「
古
代
」
対
「
中
世
」
の
構

図
で
中
世
的
世
界
を
描
い
た
。
さ
ら
に
石
母
田
は
別
稿
に
て
、
中
世
国
家
運
営
に
お
い
て
も
「
公
家
」
対
「
武
家
」
の
構
図
を
用
い
、

い
わ
ば
戦
後
に
お
け
る
公
家
と
武
家
を
連
関
さ
せ
る
議
論
の
先
駆
け
と
も
い
え
る
論
究
を
行
っ
た
（
（
（

。
だ
が
、
皇
国
史
観
へ
の
反
動
な
の

か
、
主
に
唯
物
史
観
に
て
用
い
ら
れ
る
「
天
皇
制
」
と
い
う
分
析
概
念
を
用
い
、
武
士
に
よ
る
封
建
国
家
が
天
皇
を
中
心
と
し
た
古
代

的
国
家
を
服
従
さ
せ
た
、
と
い
う
「
天
皇
制
」
の
克
服
が
基
調
で
あ
り
、
中
世
に
お
い
て
も
保
持
さ
れ
て
い
た
律
令
制
太
政
官
の
職
能

を
見
出
す
ま
で
に
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
。
永
原
慶
二
が
説
く
、
権
力
は
武
家
に
あ
り
天
皇
は
権
威
の
源
泉
と
し
て
武
家
の
国
家
運
営

に
正
当
性
を
与
え
て
い
る
（
（
（

、
と
い
う
見
解
が
戦
後
の
昭
和
歴
史
学
の
主
流
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
本
書
で
は
、
中
世
国
政
運

営
の
公
家
側
の
担
当
部
分
は
「
天
皇
」
の
家
政
機
関
と
「
太
政
官
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
か
ら
、「
天
皇
―
太
政

官
」
制
や
「
律
令
制
太
政
官
」
な
ど
の
用
語
に
て
表
現
す
る
こ
と
と
し
、「
天
皇
制
」
と
い
う
分
析
概
念
は
極
力
用
い
な
い
。

　

さ
て
、
武
家
が
持
つ
権
力
は
ど
こ
か
ら
手
に
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
佐
藤
進
一
は
、
一
九
六
〇
年
時
点
の
中
世
史
の
概
説
を
行
っ

た
第
二
次
岩
波
講
座
（
一
九
六
二
～
六
四
）
に
て
、
国
家
運
営
に
お
け
る
「
京
都
市
政
権
」
の
重
要
性
に
注
目
し
た
（
（
（

。「
京
都
市
政
権
」

と
は
、
国
家
の
本
拠
で
あ
る
京
都
の
治
安
・
警
察
・
裁
判
・
税
に
関
す
る
権
限
を
指
し
、
京
都
の
市
政
を
制
す
者
が
国
政
を
制
す
と
の

理
論
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
室
町
幕
府
は
朝
廷
や
寺
社
と
衝
突
し
な
が
ら
、
警
察
→
治
安
→
土
地
に
関
す
る
行
政
と
裁
判
→
債
権
関
係

の
裁
判
→
特
定
商
人
へ
の
課
税
、
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
都
市
民
支
配
権
→
土
地
支
配
権
→
商
業
支
配
権
の
順
で
奪
取
し
た
と
論
じ
た
。

こ
の
解
釈
は
、「
権
限
吸
収
」
論
と
も
い
わ
れ
、
現
在
の
中
世
史
研
究
に
お
い
て
も
大
い
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
佐
藤
は
ま
た
、
律

令
制
太
政
官
の
官
司
に
基
づ
く
権
限
は
、
家
職･

家
業
と
し
て
特
定
の
「
イ
エ
」（
佐
藤
は
括
弧
付
け
で
用
い
て
は
い
な
い
が
、
本
書
で
は

「
イ
エ
」
と
統
一
し
て
用
い
る
）
に
世
襲
さ
れ
る
と
い
う
「
官
司
請
負
」
制
と
い
う
学
術
用
語
を
定
着
さ
せ
た
（
（
（

。

　

中
世
の
国
家
規
模
で
の
支
配
を
行
う
構
成
体
に
つ
い
て
は
、
黒
田
俊
雄
が
同
じ
く
第
二
次
岩
波
講
座
に
お
い
て
、「
権
門
体
制
」
論
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を
提
示
し
た
（
（1
（

。
権
門
体
制
と
は
、
公
家
・
武
家
・
寺
社
の
各
々
の
権
門
が
相
互
補
完
的
に
国
家
を
運
営
し
て
い
る
と
の
理
解
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
権
門
が
持
つ
権
力･

権
限
の
分
析
が
蓄
積
さ
れ
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
。
し
か
し
、
権
門
体
制
論
が
基
盤
的
理
論
の
一
つ

に
定
着
し
て
以
降
、
武
家
が
掌
握
す
る
権
限
を
中
心
に
実
証
的
研
究
が
蓄
積
さ
れ
た
が
、
公
家
側
に
残
さ
れ
た
権
限
や
、
公
武
そ
れ
ぞ

れ
の
権
限
を
連
関
さ
せ
る
研
究
は
、
今
世
紀
に
入
る
ま
で
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
（
（（
（

。
一
方
、
寺
社
権
門
に
関
し
て
は
、
大
正
期
に

辻
善
之
助
が
、
教
団
史
や
教
義
史
中
心
の
仏
教
史
と
は
違
う
、
実
証
主
義
歴
史
学
と
し
て
仏
教
史
を
確
立
さ
せ
て
い
た
（
（1
（

。
黒
田
は
さ
ら

に
、
中
世
に
お
い
て
正
統
な
宗
教
と
し
て
展
開
さ
れ
た
の
は
、
密
教
を
基
軸
に
統
合
さ
れ
た
顕
密
仏
教
で
あ
る
と
い
う
「
顕
密
体
制
」

論
を
提
唱
し
た
（
（1
（

。
戦
後
の
仏
教
史
は
こ
の
理
論
を
中
心
に
展
開
さ
れ
、
国
家
運
営
と
積
極
的
に
連
関
さ
せ
た
研
究
も
数
多
く
蓄
積
さ
れ

る
に
至
っ
て
い
る
（
（1
（

。

　

公
家
か
ら
武
家
へ
の
国
家
運
営
に
関
す
る
権
限
の
移
管
過
程
が
論
じ
ら
れ
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
中
、
昭
和
の
最
末
期
で
あ
る

一
九
八
八
年
の
日
本
史
研
究
会
大
会
に
お
い
て
、
富
田
正
弘
が
、
現
在
の
定
説
と
も
い
え
る
分
析
概
念
を
発
表
し
た
。
富
田
は
、
室
町

殿
（
足
利
将
軍
家
家
長
）
と
天
皇
・
院
が
、
政
権
を
共
同
運
営
す
る
こ
と
に
よ
り
国
家
体
制
が
強
化
さ
れ
た
と
い
う
「
公
武
統
一
政
権
」

の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
（
（1
（

。
室
町
殿
が
権
限
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
り
二
重
構
造
と
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
後
嵯
峨
院
政
以
降
す
で

に
、
実
質
的
権
力
を
持
つ
「
治
天
の
君
（
院
政
・
親
政
）」
と
、
儀
礼
な
ど
観
念
的
権
威
に
関
わ
る
も
の
を
担
う
「
天
皇
―
太
政
官
」
制

に
よ
り
中
世
国
家
は
運
営
さ
れ
て
お
り
、
室
町
殿
は
「
治
天
の
君
」
が
持
つ
権
限
す
な
わ
ち
「
治
天
の
王
権
」
を
引
き
継
い
だ
と
い
う

分
析
で
あ
る
。

　

だ
が
、
国
家
運
営
の
権
限
を
公
家
と
武
家
で
争
う
公
武
対
立
の
歴
史
観
は
根
強
く
、
富
田
の
公
武
統
一
政
権
論
は
、
二
〇
〇
〇
年
以

前
は
定
説
化
し
て
い
る
と
は
い
い
難
か
っ
た
。
一
九
八
九
年
の
富
田
論
文
刊
行
の
翌
年
、
足
利
義
満
に
よ
る
「
王
権
簒
奪
」
を
論
じ
た

今
谷
明
『
室
町
の
王
権
』
が
中
公
新
書
よ
り
発
刊
さ
れ
る
（
（1
（

。
今
谷
は
、
天
皇
の
保
持
す
る
権
限
を
義
満
が
次
々
に
奪
取
し
、
王
権
簒
奪
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を
目
論
ん
だ
と
す
る
。
廷
臣
を
従
属
さ
せ
、
朝
廷
公
事
（
お
も
に
朝
儀
・
祭
祀
）
を
牛
耳
り
、
改
元
や
皇
位
継
承
に
も
干
渉
す
る
姿
を

描
い
た
今
谷
論
は
、
一
般
人
に
は
縁
遠
い
学
術
雑
誌
で
は
な
く
、
新
書
本
に
て
発
信
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
相
俟
っ
て
、
二
〇
〇
〇
年

代
ま
で
こ
の
理
論
の
影
響
を
受
け
た
刊
行
物
が
散
見
す
る
こ
と
と
な
る
。
公
武
関
係
論
の
“
与
党
”
と
な
っ
た
今
谷
は
、
公
武
対
立
史

観
に
基
づ
い
た
啓
蒙
書
を
次
々
と
発
刊
し
、
特
に
歴
史
学
界
外
で
大
い
に
魅
了
し
た
（
（1
（

。
学
界
内
に
お
い
て
も
、
前
近
代
の
天
皇
・
朝
廷

の
位
置
付
け
を
概
説
し
た
一
九
九
二
年
か
ら
刊
行
の
『
講
座
・
前
近
代
の
天
皇
』
の
室
町
時
代
部
分
は
、
今
谷
が
執
筆
し
て
お
り
（
（1
（

、
今

谷
論
が
如
何
に
優
勢
だ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
前
拙
著
所
収
時
に
は
大
幅
に
修
正
し
た
が
、
本
書
著
者
の
初
作
で
あ
る
「
天
皇
家

の
葬
送
儀
礼
と
室
町
殿
（
（1
（

」
も
、
公
武
対
立
史
観
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
い
う
評
価
を
拭
え
な
い
。

　

市
民
権
を
得
て
い
た
か
に
み
え
た
今
谷
論
だ
が
、
実
は
王
権
簒
奪
論
発
表
当
初
か
ら
、
任
命
権
や
外
交
称
号
「
日
本
国
王
」
の
解
釈

な
ど
に
対
し
て
、
学
界
内
で
は
批
判
に
晒
さ
れ
て
い
た
（
11
（

。
そ
し
て
、
近
年
で
は
石
原
比
伊
呂
が
、
今
谷
論
の
抜
本
的
見
直
し
を
行
い
、

義
満
が
指
向
し
た
の
は
、
朝
儀
の
威
儀
厳
重
な
開
催
に
よ
る
北
朝
天
皇
家
の
再
権
威
化
と
の
見
解
が
示
さ
れ
た
（
1（
（

。

　

し
か
し
、
今
谷
の
考
察
対
象
は
、
そ
れ
ま
で
政
治
史
上
で
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
改
元
・
祭
祀
権
・
叙
任
権
な
ど
、
律

令
制
太
政
官
の
職
能
部
分
で
あ
り
、
解
釈
の
誤
り
が
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
素
材
を
用
い
て
武
家
側
の
権
限
・
公
家

側
の
権
限
の
峻
別
作
業
を
行
っ
た
点
は
注
目
さ
れ
る
。
中
世
後
期
国
家
運
営
を
読
み
解
く
手
法
と
し
て
、
儀
礼
・
学
問
・
遊
芸
な
ど
富

田
が
い
う
公
武
統
一
政
権
確
立
後
に
公
家
側
へ
残
さ
れ
た
権
限
で
あ
る
「
公
家
側
の
政
務
」
の
、
研
究
対
象
と
し
て
の
有
効
性
を
示
し

た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
、『
室
町
の
王
権
』
は
画
期
的
な
業
績
だ
っ
た
と
評
価
し
た
い
（
11
（

。

　

今
世
紀
に
入
る
と
、
中
世
後
期
の
公
家
と
武
家
を
め
ぐ
る
研
究
は
新
た
な
展
開
を
迎
え
、
隆
盛
を
極
め
る
ま
で
深
化
す
る
。
そ
の
起

爆
剤
と
も
い
え
る
の
が
、
二
〇
〇
五
年
の
水
野
智
之
『
室
町
時
代
公
武
関
係
の
研
究
（
11
（

』（
以
下
、「
水
野
本
」）
の
刊
行
で
あ
ろ
う
。
水
野

本
は
、
お
も
に
家
門
安
堵
、
偏
諱
・
猶
子
・
姻
戚
関
係
の
事
例
を
素
材
と
し
、
公
家
と
武
家
の
政
治
的
関
係
を
論
究
し
た
。
特
に
、
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「
イ
エ
」
の
相
続
と
い
う
視
点
を
公
武
関
係
の
規
定
要
因
の
一
つ
に
置
い
て
い
る
点
は
、
本
書
と
連
関
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

し
か
し
、
水
野
本
は
、
そ
の
後
の
公
武
関
係
論
を
盛
り
立
て
る
こ
と
と
な
る
若
手
研
究
者
か
ら
の
批
判
に
晒
さ
れ
る
。
そ
の
一
人
、

松
永
和
浩
は
、
公
武
間
の
主
従
関
係
が
一
元
的
・
相
対
的
で
あ
る
点
や
、
天
皇
の
超
越
的
立
場
の
論
証
の
甘
さ
、
そ
も
そ
も
公
武
関
係

の
規
定
要
因
が
間
違
っ
て
い
る
、
と
の
批
判
を
展
開
し
た
（
11
（

。
さ
ら
に
、
桃
崎
有
一
郎
は
、
史
料
吟
味
の
甘
さ
、
論
理
・
解
釈
の
飛
躍
、

論
旨
の
非
一
貫
性
、
用
語
の
誤
用
と
い
う
、
痛
烈
な
批
判
を
行
っ
た
（
11
（

。
桃
崎
は
富
田
の
公
武
統
一
政
権
に
対
し
て
の
水
野
の
立
場
が
具

体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
、
と
も
指
摘
し
た
。
た
し
か
に
、
水
野
は
明
確
に
は
示
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
論
調
は
明
ら
か
に
今
谷

論
よ
り
富
田
論
に
寄
っ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
“
野
党
”
で
あ
っ
た
公
武
統
一
政
権
論
に
よ
る
“
政
権
交
代
”
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
水
野
は
、
松
永
書
評
に
対
し
、
評
者
の
先
行
研
究
へ
の
理
解
不
足
、
一
面
的
な
認
識
に
よ
る
誤
解
な
ど
果
敢
に
反
論
し
た
（
11
（

。

さ
ら
に
、
応
永
期
を
中
心
に
公
武
政
権
の
「
王
権
」
に
つ
い
て
一
つ
の
ビ
ジ
ョ
ン
も
提
示
し
た
（
11
（

。

　

松
永
と
桃
崎
は
、
水
野
本
書
評
と
同
時
期
に
公
武
関
係
研
究
史
の
整
理
を
行
い
、
今
後
の
課
題
と
展
望
を
示
し
た
（
11
（

。
桃
崎
担
当
箇
所

に
は
「〈
公
武
統
一
政
権
〉
論
の
再
考
に
向
け
て
」
と
副
題
が
付
さ
れ
て
お
り
、
公
武
関
係
研
究
の
基
盤
が
も
は
や
今
谷
の
公
武
対
立

史
観
か
ら
、
公
家
と
武
家
の
二
権
門
に
よ
り
政
務
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
二
重
構
造
に
よ
る
国
家
運
営
と
い
う
捉
え
方
へ
と
移
行

し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
治
天
の
王
権
」
と
定
義
さ
れ
た
統
治
・
行
政
権
的
な
権
限
が
義
満
以
降
の
室
町
殿
に

掌
握
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
公
家
側
に
残
さ
れ
た
遊
芸
・
学
問
・
儀
式
・
礼
節
体
系
等
の
「
公
家
側
の
政
務
」
に
関
わ
る
権
能
を
素
材

と
し
て
、
中
世
の
国
家
構
造
を
読
み
解
く
有
効
性
も
指
摘
さ
れ
た
。

　

再
び
の
公
武
関
係
論
の
隆
盛
の
中
、
前
拙
著
が
刊
行
さ
れ
、
公
武
統
一
政
権
論
を
基
盤
と
し
、
朝
廷
公
事
の
運
営
構
造
を
分
析
し
、

そ
の
構
造
に
お
け
る
公
家
（
朝
廷
）
と
武
家
（
室
町
幕
府
）
の
役
割
や
権
限
を
明
ら
か
に
し
、
中
世
後
期
国
家
に
お
け
る
公
家
と
武
家

の
位
置
付
け
を
提
示
し
た
（
11
（

。
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前
拙
著
第
一
部
で
は
中
世
後
期
の
公
事
運
営
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
の
構
造
は
、
公
家
側
に
残
さ
れ
た
律
令
制
太
政
官
の
支
出
シ
ス

テ
ム
の
も
と
公
武
同
一
の
帳
簿
を
用
い
、
武
家
側
が
掌
握
し
た
「
治
天
の
王
権
」
に
よ
っ
て
用
途
を
徴
収
し
支
出
構
造
を
補
完
す
る
と

い
う
、
公
家
側
・
武
家
側
の
共
同
経
営
に
よ
り
執
行
さ
れ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
律
令
制
太
政
官
の
諸
権
能
は
国
制
運
営
上
の
肝
要
と
も

い
え
る
と
し
た
。
ま
た
、
公
武
共
同
執
行
に
よ
る
公
事
経
営
は
鎌
倉
・
江
戸
期
に
は
な
い
室
町
期
の
特
有
の
も
の
と
い
え
、
公
武
関
係

を
論
じ
る
上
で
の
素
材
と
し
て
の
有
効
性
が
、
す
で
に
早
島
大
祐
・
井
原
今
朝
男
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
11
（

。
本
書
で
は
、
さ
ら
に

踏
み
込
ん
で
支
出
構
造
の
構
築
を
試
み
た
い
。

　

前
拙
著
第
二
部
で
は
、
公
事
運
営
に
お
け
る
足
利
将
軍
家
家
長
の
位
置
付
け
を
模
索
し
た
。
足
利
義
満
が
公
家
社
会
内
で
の
超
越
的

な
立
場
の
構
築
過
程
で
行
わ
れ
、
一
公
家
と
し
て
公
事
に
公
式
参
加
し
、
所
役
を
違
失
な
く
こ
な
し
「
労
」
を
累
積
す
る
姿
を
、
本
来

の
正
道
と
し
た
。「
労
」
の
蓄
積
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
公
家
足
利
家
」
は
、
公
家
の
「
イ
エ
」
と
し
て
の
制
度
・
儀
礼
・
礼
節
・

芸
能
等
の
流
儀
・
作
法
が
当
然
内
包
さ
れ
て
お
り
、
次
代
へ
と
継
承
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
義
満
か
ら
公
家
的
要

素
の
継
承
を
指
向
さ
れ
た
足
利
義
嗣
、
武
家
的
要
素
を
継
承
し
た
足
利
義
持
と
い
っ
た
「
イ
エ
」
要
素
の
分
割
、
そ
し
て
僧
と
し
て
成

長
し
た
た
め
三
〇
歳
ま
で
「
公
家
足
利
家
」
の
流
儀･
作
法
の
授
受
と
は
縁
遠
か
っ
た
足
利
義
教
に
よ
り
、「
公
家
足
利
家
」
の
継
承

に
不
具
合
を
起
こ
す
。
彼
ら
は
、「
労
」
を
蓄
積
す
る
こ
と
な
く
、
一
足
飛
び
に
摂
政
・
関
白
に
擬
し
て
公
式
所
役
を
勤
仕
せ
ず
朝
廷

儀
礼
へ
関
わ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
「
公
家
足
利
家
」
と
し
て
の
「
労
」
の
蓄
積
を
本
当
に
放
棄
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
書
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
論
究
し
て
い
き
た
い
。
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第
二
節　

近
年
の
公
武
関
係
論
か
ら
み
る
課
題
点

　

前
節
で
は
、
二
〇
〇
五
年
の
水
野
本
発
刊
以
降
、
中
世
後
期
公
武
関
係
論
は
活
発
化
す
る
と
述
べ
た
。
そ
こ
で
、
前
拙
著
発
表
前
後

に
刊
行
さ
れ
た
桃
崎
有
一
郎
・
松
永
和
浩
・
石
原
比
伊
呂
の
三
著
書
を
用
い
、
本
書
と
の
関
連
部
分
を
中
心
に
、
解
明
す
べ
き
課
題
点

を
提
示
す
る
（
1（
（

。

第
一
項　

桃
崎
有
一
郎
『
中
世
京
都
の
空
間
構
造
と
礼
節
体
系
』

　

桃
崎
有
一
郎
『
中
世
京
都
の
空
間
構
造
と
礼
節
体
系
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
〇
年
、
以
下
「
桃
崎
本
」）
は
、
中
世
京
都
に
お
け
る

路
頭
等
の
空
間
的
礼
節
秩
序
を
素
材
と
し
、
中
世
公
武
社
会
に
形
成
・
維
持
・
再
生
産
さ
れ
た
秩
序
の
具
体
的
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
、
足
利
将
軍
家
の
家
父
長
で
あ
る
室
町
殿
が
、
そ
の
礼
節
体
系
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
、
富
田
に
よ
っ
て
峻
別
さ
れ
た
二
重
構
造
の
内
、「
治
天
の
王
権
」
と
い
わ
れ
る
分
析
概
念
で
あ
る
統
治
・
行
政
権
的
な
権
限

に
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
桃
崎
は
、
観
念
的
な
空
間
構
造
内
で
の
礼
の
秩
序
と
い
う
公
家
側
に
残
さ
れ
た
礼
節
を
用

い
、
礼
節
と
い
う
素
材
が
公
武
関
係
を
論
ず
る
こ
と
に
有
効
な
こ
と
を
示
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
京
都
に
お
け
る
路
頭
礼
、
観
念
上
の
宮
城
と
し
て
の
陣
中
、
内
裏
門
に
擬
し
て
機
能
し
て
い
た
裏
築
地
と
い
う
観
念

的
領
域
を
素
材
と
し
、
中
世
公
家
社
会
に
お
け
る
室
町
殿
の
位
置
付
け
を
解
明
す
る
と
い
う
手
法
を
と
る
。
特
に
、
陣
中
・
裏
築
地
に

つ
い
て
は
、
大
内
裏
を
想
定
し
た
空
間
的
礼
節
秩
序
の
維
持
・
再
生
産
が
、
中
世
後
期
に
お
い
て
も
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
実

証
し
た
。
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五条頼元　　122-124, 139
後白河天皇　　46, 60, 128
後崇光院 → 貞成親王　
後醍醐天皇　　12, 108-111, 第一部第四章, 
　　244, 343, 358, 359
後高倉院 → 守貞親王
木造持康　　48
後土御門天皇（成仁）　　20, 22, 41, 43, 52, 
　　53,  第一部第二章, 87, 96-98, 102, 104, 
　　205, 206, 221, 224, 241, 297-299, 309, 
　　312, 315, 
後鳥羽（顕徳）天皇　　36, 60, 109, 110, 
　　118, 121, 124, 126, 221, 296, 299
後奈良天皇　　43, 55, 73, 74, 82, 87, 96, 97, 
　　253, 255, 258
後二条天皇　　109, 111, 118, 119, 126, 135
近衛家熙　　90, 93, 104
近衛基熙　　88-91, 94, 100, 102
近衛教基　　39
近衛経忠　　124
近衛兼嗣　　153, 154
近衛信尋　　102
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近衛信輔　　64
近衛前子（中和門院）　　102
近衛忠熙　　90, 91, 103
近衛道嗣　　34
近衛内前　　90, 91, 103
近衛房嗣　　32, 158
後花園天皇（彦仁）　  12, 第一部第一・二章, 
　　87, 92, 95-97, 102, 105, 107, 132, 143, 
　　222, 291, 292, 294-297, 349, 355-357
小早川則平　　163
後深草天皇　　108, 117-119, 126
後伏見天皇　　20, 56, 60, 105, 108, 118, 
　　120, 126, 128
後堀河天皇　　32, 36, 50, 86, 104, 116, 137, 
　　141
後水尾天皇　　47, 55,  第一部第三章, 341
後村上天皇　　36, 37,  第一部第四章, 359
後桃園天皇　　85, 90, 101, 111
後陽成天皇　　55, 63, 64, 74, 75, 82, 
　　第一部第三章, 258, 260, 261, 263, 273, 
　　339, 342

【さ】
西園寺公永　　94, 104
西園寺公名　　215
西園寺実益　　86-89, 91, 100
西園寺実晴　　87, 88, 90, 91, 94, 100
嵯峨天皇　　32, 115, 298, 305, 310
魚屋八兵衛　　105
桜町天皇　　90, 91, 103, 271, 272
貞常親王　　20, 22, 31, 32, 39, 55, 65, 96
貞成親王（後崇光院）　　12, 第一部第一・
二章, 96, 105, 108, 215, 292, 356, 357

誠仁親王（陽光院）　　63, 64, 74, 80, 82, 
　　263
三条公敦　　52
三条実香　　52, 87

三条公広　　344
三条西公保　　34
三条西実隆　　301, 302, 310
敷政門院（幸子）　　28, 38, 40, 49, 51
四条天皇　　36, 50, 60, 84, 86, 90, 94, 95, 
　　104, 109, 137, 141, 
四条師保　　286
四条隆蔭　　127
四条隆夏　　288
四条隆親　　286
持統天皇　　84, 115
斯波義教　　228
斯波義将　　245, 325
下毛野武音　　154
下毛野武藤　　154
下毛野武遠　　154
白川雅兼　　151
白川資長　　263, 264
（白川）資益王　　219, 240, 241
（白川）雅喬王　　261, 262, 271
（白川）雅業王　　261
（白川）雅光王　　271
（白川）雅朝王　　261-263, 269
（白川）雅陳王　　261, 262, 264
（白川）雅富王　　271, 280
（白川）顕邦王　　216
（白川）忠富王　　261, 278, 313
春屋妙葩　　132
順徳天皇　　36, 109, 110, 121, 126, 141
淳和天皇　　32, 115, 137
称光天皇　　12, 19, 24, 31, 40-42, 55, 56, 
　　65, 105, 201, 222, 292-296, 356
昭子〔後水尾皇女〕　　102
常子〔後水尾皇女〕　　102, 104
新広義門院　　102
真乗寺宮〔後花園皇女〕　　42, 66
新上東門院 → 勧修寺晴子
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索引（人名）

典仁親王　　111
薄好子　　279
崇光天皇　　第一部第一・二章, 96, 97, 
　　105, 118, 120, 131, 139
崇徳天皇　　121, 126, 133, 134
清閑寺家俊　　225, 288
清閑寺熙房　　88
清和天皇　　47
世尊寺行忠　　161
摂津元造　　279
摂津之親　　184, 219, 241
摂津政親　　315
宣政門院（懽子）　　118, 126, 127
宣仁門院（彦子）　　86
藻璧門院（竴子）　　86
園基秀　　41
尊覚（霊雲庵）　　43

【た】
醍醐天皇　　83, 114, 116, 121, 124, 134, 
　　137, 359
大正天皇　　221, 293
平時経　　125
平重盛　　25
多賀高忠　　333, 334
高倉天皇　　36, 324
高倉永藤　　151
鷹司信房　　64
鷹司房平　　29, 34, 48, 158
鷹司房輔　　259, 270, 280
高辻章長　　291
忠成王　　110
橘知季　　288
橘知繁　　224, 286
仲哀天皇　　108
仲恭天皇 → 懐成親王
長慶天皇　　37, 118, 126, 131, 

椿阿弥　　314
通陽門院（厳子）　　40, 53
土御門天皇　　109, 110, 126
土御門資家　　288
土御門通親　　161
恒明親王　　111, 135
恒直親王　　111
天海（南光坊）　　270
道意　　129
洞院実夏　　34
洞院実熙　　34
洞院公賢　　51, 138
東福門院（和子）　　75, 84, 87, 88, 96, 98
富樫持春　　229, 328
徳大寺公有　　51
徳大寺実盛　　150, 151
徳川家康　　74, 82, 109, 220, 250, 260, 261, 
　　266, 267, 269, 270, 277, 281, 323, 340, 
　　341, 363
徳川家光　　84, 103
徳川家綱　　98, 104
徳川慶喜　　103
徳川綱吉　　93
徳川秀忠　　92, 342
戸田忠昌　　93
鳥羽天皇　　104, 116, 137
智仁親王　　64
豊臣（羽柴）秀吉　　64, 74, 80, 102, 165, 
　　250, 257, 260, 262-264, 266, 271, 273, 
　　280, 323, 339-341, 352, 363

【な】
直仁親王　　19, 20, 56, 105
中院通村　　344
中原康顕　　37
中原康富　　35, 176, 188, 199, 202
中原師守　　287
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中原師世　　199, 288
中山康親　　182
中山孝親　　279
中山定親　　48, 151, 156, 223, 289, 290, 
　　292
西洞院時基　　151
二条持基　　28, 29, 48, 102, 158, 295
二条持通　　34
二条昭実　　64
二条宗基　　90, 91, 103
二条良基　　252, 254, 273, 363
二条良実　　86, 90, 94, 102
庭田資子（杉殿）　　28
庭田重有　　27
庭田政賢　　34
仁孝天皇　　90, 101
仁明天皇　　32, 48

【は】
羽柴秀吉 → 豊臣秀吉
畠山基国　　246
畠山持国　　333
花園天皇　　118-120
葉室光忠　　279
葉室頼継　　182
林鵞峯　　259, 260
東久邇宮稔彦　　109
東御方〔三条実継女〕　　26
東坊城元長　　151
東坊城和長　　104, 300
東山天皇　　90, 297, 306, 364
日野光子　　42
日野資親　　26
日野秀光　　42, 43, 52
日野重光　　34, 104, 151
日野勝光　　87
日野政光　　288

日野有光　　42, 151
日野西資国　　42
広橋兼郷　　42, 43, 52
広橋兼勝　　281
広橋兼宣　　181, 190, 201
広橋綱光　　190, 201, 219, 241
広橋資光　　181
広橋総光　　269
平田職忠　　326
平田職藤　　177, 179
藤波慶忠　　256
伏見天皇　　20, 60, 108, 118, 128
藤原孝長　　41, 52
藤原師通　　161
藤原成範　　161
藤原定家　　104, 137
藤原道長　　334
藤原（九条）頼嗣　　162
藤原頼長　　153, 161, 291, 292
坊城俊秀　　185, 202
坊城俊方　　88
細川尚春　　334, 335
細川政元　　312, 314
細川満元　　199
堀川員弘　　179, 185, 186, 198, 200
堀川夏弘　　178, 183
堀川是弘　　176, 178, 179
梵舜（神龍院）　　281

【ま】
前田玄以　　262
万里小路賢房　　302
万里小路時房　　24, 25, 31, 32, 35, 38, 
　　77-79, 151, 185, 186, 215, 224, 290
松木宗継　　48
松木宗量　　104
松田貞清　　229
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索引（人名）

松平定敬　　103
松平容保　　103
町広光　　150, 175, 180, 183, 198
町資広　　202
町尻量原　　280
松永久秀　　73
満済（三宝院）　　102, 199, 228
三浦義澄　　162
源実朝　　155, 162
源常顕　　106
源頼朝　　10, 153, 162
源（久我）雅実　　161
源（久我）雅通　　161
源（久我）通光　　161
源（堀川）俊房　　161
源（六条）顕房　　161
壬生孝亮　　266, 267
壬生周枝　　225, 288
妙喜（西雲庵）　　43
妙寿（長授院）　　181
妙順（入江殿）　　43
三好長慶　　73, 256
武者小路資世　　176
夢窓疎石　　131, 133
宗岡行継（行嗣）　　179, 190, 201
宗岡行秀　　177, 179, 187
村上天皇　　48, 114, 116, 121, 134, 359
明治天皇　　116, 117, 310
明正天皇　　90, 93, 99, 262, 270
籾井常相　　186
桃園天皇　　84, 90, 101, 271, 272
守貞親王（後高倉院）　　32, 34-38, 40, 45, 
　　59, 60, 79, 109, 110
文武天皇　　83, 115

【や】
薬師寺元一　　313

薬師寺長忠　　313
安富元家　　312, 313, 315, 317
康仁親王（木寺宮）　　111, 135
柳原紀光　　138
山科教興　　104
山口幸充　　340
山名時熙　　229, 328
山名持豊　　181
山名政豊　　181
結城持藤　　27, 225, 288
幸仁親王　　88, 89
陽光院 → 誠仁親王
陽禄門院　　53
善成王（四辻善成）　　110, 148, 149
栄仁親王　　20, 26, 28, 55, 96, 356
善統親王　　110
四辻善成 → 善成王
吉田経高　　123
吉田兼熙　　216
吉田兼俱　　249, 254
吉田兼見　　256, 260, 261, 263, 266, 281
吉田兼敦　　217
吉田兼富　　167
吉田兼右　　255
吉田兼連　　259, 260, 267, 280
吉田光任　　122, 139

【ら】
頼意　　122, 123, 130
劉太公　　36
劉邦　　36
霊元天皇　　55, 90, 96, 102
冷泉天皇　　255, 299-301, 364
六条天皇　　104, 137
六角満綱　　229, 328
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【わ】
和気郷成　　22, 41, 42, 52, 57
和気助豊　　216
和気保家　　41-43, 52
和気邦成　　42
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索引（事項）

【あ】
朝所〔太政官〕　　223, 224, 286, 290-294, 
　　297, 305, 309
賀名生〔大和国〕　　19, 56, 105
有栖川宮家　　111
粟田宮　　251
安禅寺　　66-68, 70-74
安楽光院　　25, 65, 68, 72, 73, 76, 131
安楽寿院　　104, 137
坐摩神社　　165
座摩巫祭神　　164, 165, 216, 239, 251, 264, 
　　277
生国魂神社　　165
生嶋巫祭神　　164,  165, 216, 239, 251, 
　　264, 277
郁芳門　　213, 215, 217, 240, 253, 291, 295
石山寺　　344
伊勢一社奉幣　　178, 179, 184, 187-190, 
　　195, 199, 201, 202, 219, 253, 256, 258, 
　　260, 261, 266, 269
伊勢神宮（豊受大神宮）　　164, 188,
　　218-220, 251, 253, 254, 256, 260, 266, 
　　298, 330
稲荷社　　199, 251
倚廬　　84, 98, 116, 119, 120, 126, 127
石清水八幡宮　　第一部第五章, 199, 360
石清水放生会　　11, 110, 第一部第五章, 
　　359
請取状　　第二部第一章, 225, 232, 243, 
　　287, 308, 316-318, 332
梅宮社　　175, 251
梅宮祭　　175, 177, 178, 180

雲龍院　　65, 82
衛府　　第一部第五章
衛門府　　第一部第五章, 252, 289, 303, 
　　304
延暦寺（山門）　　29, 116, 132, 135
応仁・文明の乱　　65, 66, 150, 161, 164, 
　　167, 211, 215, 217-219, 222, 235, 236, 
　　241, 253, 254, 258, 260, 271, 280, 284, 
　　290, 299, 310, 350, 351, 364
大蔵省　　第二部第一章, 286, 308
大宮姫命稲荷神社　　166
御経供養　　25, 第一部第二章, 128
御懺法講　　41, 第一部第二章, 128, 357
御訪　　10, 98,  第二部第一章, 224, 225, 
　　229, 252, 286-288, 306, 307, 328, 331, 
　　342, 349
園城寺　　116
陰陽寮　　213, 225, 287

【か】
改元　　5, 39, 78, 175, 178, 191, 192, 195, 
廻立殿　　221, 222, 294-297, 306
賢所　　165, 274
官掌　　149, 153, 158, 162, 179, 185, 188, 
　　193, 219, 240, 253, 256, 287
春日祭　　177, 179, 180
春日社　　162, 184-186, 199
桂宮家　　111
亀山殿　　118, 131, 133
賀茂祭　　150, 151, 155, 177, 178, 180, 188, 
　　199, 202, 252, 253
閑院宮家　　111
官方（太政官弁官局）　　61, 84, 98, 116,  

事　　項
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　　第二部第一章, 206, 219, 221, 225, 235, 
　　241, 286-288, 298, 306, 308
観心寺　　125, 126
観音寺寿福院　　167
観音懺法　　67-69, 80, 131, 132, 143
官務　　175, 193, 195, 198, 206, 225, 241, 
　　266, 288, 303
北野社（北野天満宮）　　46, 199, 247, 275, 
　　291, 309, 347
北野臨時祭　　177
切符　　第二部第一章・コラム 3, 333, 361　
祈年穀奉幣　　第二部第一章
祈年祭　　第二部第一章, 249, 251, 267, 
　　272, 282
挙哀　　115, 116, 118, 125, 137
京都所司代　　93, 103, 259, 260, 342
局務　　175, 191, 193, 195, 199, 225, 288
禁裏御料　　71, 82, 172, 198, 251, 255
禁裏御倉　　172, 193, 197, 198, 307, 361
朽木〔近江国〕　　73
宮内省　　164, 166, 216-218, 239, 240
国役　　第二部第一章, 308, 330, 338, 343, 
　　361
公方御倉　　第二部第一章, 206, 219, 241, 
　　308, 316, 319, 343, 361
栗真荘〔伊勢国〕　　255
蔵人　　52, 61, 62, 123, 148, 174, 190, 225, 
　　287, 288
蔵人方（蔵人所）　　2,  第二部第一章, 
　　225, 286-288, 298, 306, 308, 326, 331, 
　　343, 345, 365
蔵人頭（管領頭）　　第二部第一章, 225, 
　　288
慶寿院　　126
外記　　35, 59, 123, 128,  第一部第五章・
　　第二部第一章, 253, 287, 288,  291, 292, 
　　364

外記方（外記局・外記庁）　　167, 第二部　　
第一章, 213, 225, 289, 291-293, 295, 

　　305, 309
検非違使　　150-153, 155, 157, 162, 174, 
　　252
献策　　285, 291
勾当内侍 → 長橋局
興福寺　　116, 121, 126, 139
後房〔太政官〕　　223, 224, 286, 294, 297, 
　　301, 309
光明真言　　130, 144
高野山〔金剛峯寺〕　　130
固関　　98, 116, 118-120, 127, 138
御斎会　　285, 324, 325, 331, 348, 350
後七日御修法　　180, 第二部第二章, 252, 
　　253, 275, 284, 第二部第五章, 362, 365
御辞書 → 御報書
国忌　　115, 118, 130, 137
小舎人〔蔵人所〕　　173, 174, 181, 193
近衛府　　第一部第五章, 213, 305
御拝　　253, 258, 270, 274, 363
御報書（御辞書）　　36, 38, 39, 51, 79

【さ】
斎場所（大元宮）　　第二部第三章, 363
西大寺　　124, 125, 130
蔵王堂〔金峯山寺〕　　113, 121
酒直　　178, 179, 187, 193, 194, 200, 328
酒屋　　172, 190, 201, 230, 231, 233, 246, 
　　334-336, 338
散所　　219, 240
山門 → 延暦寺
史　　149-151, 153, 162, 174, 176, 177, 185, 
　　186, 188, 206, 241, 253, 287, 288
職事弁官　　174-176, 182, 189, 202, 302, 
　　318, 319
史生　　149, 174, 177, 179, 187, 188, 193, 
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索引（事項）

　　201, 216, 219, 240, 287
紫宸殿　　75, 222, 223, 227, 229, 275,  第二
部第四・五章, 364, 365

誄　　115, 116, 125, 137
嶋原保〔伊賀国〕　　124
下鴨神社（賀茂御祖神社）　　252, 254
錫紵　　101, 116, 118-120, 127, 138, 141
寂静院　　130
朱子家礼　　84, 97, 99
出納〔蔵人所〕　　173, 174, 193, 195, 201, 
　　286, 287, 303, 308, 326, 343
聚楽第　　165, 212, 236, 237,  第二部第三
章, 284, 322, 323, 339-341, 345, 347, 

　　363, 365
修理職　　219, 286, 288, 330
昭訓門　　222, 294, 295
成功　　172, 224, 286-288, 306
荘厳浄土寺　　130
常照寺　　65, 67, 72, 96, 131, 132
正平一統　　19, 55, 56, 60, 95, 96, 105, 128, 
　　132, 252, 355
勝林院　　66, 67
神祇官代　　212, 216, 220, 235,  第二部第

三章, 284, 363, 364
神祇官町　　213, 219, 240,  第二部第三章
神祇管領長上　　220, 249, 250, 254
神今食　　178, 179, 184, 188, 189, 195, 
　　215-218, 240, 249, 267
陣中　　8, 209, 210, 211, 214, 223, 235-237, 
　　247, 275, 321, 362
宸筆八講　　59-63
随身　　104, 137, 第一部第五章
主基節会　　221, 223, 296, 297, 306, 364
主基殿　　221, 295-297, 306
聖寿寺　　66, 67
清暑堂　　221, 223, 226, 297
清涼殿　　66, 301, 303

釈奠　　177, 211, 221, 223, 224, 226, 242, 
　　248, 285, 290, 297, 305, 322, 364
践祚　　24, 60, 119, 253, 255, 292, 298-300, 
　　310, 312, 313, 315
仙洞御所　　24-27, 30, 44, 69, 356
泉涌寺　　21, 25, 48, 第一部第二・三章, 
　　116, 131, 357, 358
造営方〔東寺〕　　228, 229, 232-234, 244, 
　　328, 331, 345
喪司　　115, 116, 118, 136
即位礼（即位式）　　10, 109, 125, 173, 206,  
　　第二部第二章, 253, 258, 275, 第二部第
四章, 312-314, 319, 339, 364

園韓神社　　166, 167, 213, 216-218, 239, 
　　240
素服　　第一部第三章, 115, 116, 118, 125, 
　　126, 137

【た】
大覚寺　　126, 129, 130, 134, 136, 142, 344, 
　　359
大学寮　　221, 226, 238, 248,  第二部第四
章, 364

大元宮 → 斎場所
太元帥法（太元護摩）　　331, 345, 350
待賢門　　211, 213, 289, 292, 295
醍醐寺　　129, 199, 344, 350
大光明寺　　62, 63, 65, 97, 131, 132, 144
大極殿　　166,  213, 221-223, 第二部第四

章, 364
大嘗会　　12, 109, 205, 214, 220, 221-223, 
　　226, 235, 251, 第二部第四章, 314, 315, 
　　364
高御座　　第二部第四章, 364
帯刀　　第一部第五章
太良荘〔若狭国〕　　332
段銭　　10, 172, 173, 189, 194, 197, 224, 
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　　225, 228, 229, 241, 243, 287, 288, 306, 
　　308, 312-319, 328, 332, 361
檀林寺　　133
長講堂（六条殿）　　46, 68
朝堂院（八省院）　　137, 213, 221-223, 
　　226, 235, 248, 255, 285, 293-295, 297, 
　　301, 322, 362, 366
長福寺　　213, 229-231, 245, 248, 257, 322, 
　　330, 332-335, 339
鎮魂祭　　240, 270-272, 274, 363
通陽門　　294, 295
月次祭　　178, 179, 184, 188, 189, 195, 198, 
　　218, 240, 249, 267
月輪陵　　97
土御門内裏（土御門東洞院殿・土御門殿）　　
　　9, 24, 119, 202, 第二部第二章, 255, 
　　257, 258, 275, 279, 295, 301, 322, 331
鶴岡八幡宮　　153
伝奏　　88, 98,  第二部第一章, 206, 219, 
　　231, 241, 259, 260, 263, 266, 279-281, 
　　298, 318, 319, 361
天龍寺（暦応寺・暦応資聖禅寺）
　　131-133, 143
東西九条〔山城国〕　　325, 348
東寺　　130, 第二部第二章, 248, 275, 284, 
　　285, 第二部第五章, 362, 365
東寺長者　　123, 129, 130, 226, 231, 324, 
　　342
等持院　　127, 131, 141
塔尾陵　　121-123
土倉　　172, 190, 201, 206, 241

【な】
長橋局　　第二部第一章, 279, 318, 319
名手荘〔紀伊国〕　　130
南禅寺　　127, 132, 144
西宮社　　251

二条城　　212, 220, 227, 234, 236, 237,
　　第二部第三章, 284,  第二部第五章, 363, 
　　365
如意輪寺　　121, 140
如在之儀　　83, 116, 119, 124, 217, 310
女房奉書　　74, 183, 184, 187, 192-194, 
　　318, 319, 340
仁和寺（御室）　　111, 228, 229, 344
後山国陵　　65
後山科陵　　124

【は】
廃朝　　116, 118-120, 126, 127, 138
八省院 → 朝堂院
八神殿　　第一部コラム 2, 第二部第二・
三章, 284, 322, 362-364

般舟三昧院　　21, 第一部第二・三章, 132, 
　　357, 358
犯土　　287, 302, 311
日吉祭（日吉社）　　176-181, 199
檜尾陵　　126
兵衛府　　149-151, 162, 213, 303
廟堂　　223, 224, 242, 290, 292, 305
平野祭（平野社）　　177, 179, 180, 199, 
　　202, 251
広田社　　219, 251
深草法華堂　　65, 72, 82, 96, 97
伏見御所　　第一部第一章, 69, 80, 356, 
　　357
伏見荘〔山城国〕　　24,  第一部第二章, 
　　96
伏見宮（家）　　12, 第一部第一・二章,  
　　96, 111, 356, 357
福長神社　　165
豊楽院　　166, 221, 223, 226, 235, 248, 285, 
　　295, 297, 322, 362
平安神宮　　293
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索引（事項）

布衣始　　34-36
奉公衆　　147, 156, 162
法成寺　　334
北庁〔神祇官〕　　第一部コラム 2, 第二部
第二・三章, 284, 322, 362

法華八講　　36, 45, 第一部第二章, 118, 
　　128, 130
本願寺　　74, 82

【ま】
松尾寺　　130
松尾祭（松尾社）　　180, 199, 251
政始　　289, 291, 292, 305
曼荼羅供　　第一部第二章, 128-130, 141, 
　　142
政所〔室町幕府〕　　157,  第二部第一章, 
　　206, 241, 315-318
御門巫祭神　　164, 165, 216, 239, 251, 264, 
　　277
御教書　　150, 175, 180-183, 195, 198, 199, 
　　225, 232, 288, 316-319, 325
妙顕寺城　　257, 264, 280, 322, 341, 352
妙法院　　111
棟別銭　　228, 232, 328
召使　　153, 158, 162, 177, 179, 187, 188, 
　　190, 193, 201, 240, 253
馬寮　　149-151
殯（殯宮）　　83, 100, 115, 136, 137

木工寮（木工頭）　　185, 224, 286, 288
文章院　　290-292, 305

【や】
薬仙寺　　130, 143
役夫工米　　219, 241
山国荘〔丹波国〕　　65, 67
悠紀節会　　221, 223, 296, 297,  306, 364
悠紀殿　　221, 295-297, 306
陽明門　　213, 237, 289, 292, 295
吉田神社　　第二部第二・三章, 363
吉田祭　　177
由奉幣　　201, 218, 219, 第二部第三章, 
　　298-300, 339

【ら】
礼銭　　200, 233, 335-338, 351
龍尾道（龍尾壇）　　222, 223, 293-295, 
　　297, 303, 306, 364
諒闇　　21, 56, 57, 62-64, 77, 79, 84, 98, 
　　116, 126, 143
寮試　　248, 285, 290
誄（るい）→ 誄（しのびごと）
例幣　　184, 188, 189, 200, 261
蓮華峰寺　　119

【わ】
和風諡号　　115, 137
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